
○

農
漁
業
保
険
審
査
会
運
営
規
程
新
旧
対
照
表
（
案
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
会
議
の
公
開
）

（
会
議
の
公
開
）

第
四
条

（
略
）

第
四
条

（
略
）

一

農
業
再
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申
立
に
つ
い
て
の
審

一

農
業
共
済
再
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申
立
に
つ
い
て

査
に
関
す
る
会
議

の
審
査
に
関
す
る
会
議

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

（
部
会
）

（
部
会
）

第
五
条

審
査
会
に
、
農
業
再
保
険
部
会
、
漁
船
再
保
険
部
会
及
び
漁
業
共
済

第
五
条

審
査
会
に
、
農
業
共
済
再
保
険
部
会
、
漁
船
再
保
険
部
会
及
び
漁
業

保
険
部
会
を
置
く
。

共
済
保
険
部
会
を
置
く
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
事
案
を
付
託
す
る
と
き
は
、
次
表

３

会
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
部
会
に
事
案
を
付
託
す
る
と
き
は
、
次
表

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
欄
の
部
会
に
付
託
す
る
も

下
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
欄
の
部
会
に
付
託
す
る
も

の
と
す
る
。

の
と
す
る
。

部

会

事

項

部

会

事

項

農
業
再
保
険

農
業
再
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申
立
に

農
業
共
済
再

農
業
共
済
再
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申

部
会

つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

保
険
部
会

立
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

漁
船
再
保
険

漁
船
再
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申
立
に

漁
船
再
保
険

漁
船
再
保
険
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
な
さ
れ
た
申
立
に

部
会

つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

部
会

つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

漁
業
共
済
保

漁
業
共
済
保
険
事
業
に
関
す
る
政
府
の
処
分
に
つ
い
て
な

漁
業
共
済
保

漁
業
共
済
保
険
事
業
に
関
す
る
政
府
の
処
分
に
つ
い
て
な

険
部
会

さ
れ
た
申
立
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

険
部
会

さ
れ
た
申
立
に
つ
い
て
の
審
査
に
関
す
る
こ
と
。

（
議
事
録
）

（
議
事
録
）

第
八
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

２

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
会
議
の
議
事
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
の
課
に
お
い

２

次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
会
議
の
議
事
録
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
の
課
に
お
い



て
整
理
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

て
整
理
し
、
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

総
会

経
営
局
保
険
課

総
会

経
営
局
保
険
課

農
業
再
保
険

経
営
局
保
険
課

農
業
共
済
再

経
営
局
保
険
課

部
会

保
険
部
会

漁
船
再
保
険

水
産
庁
漁
政
部
漁
業
保
険
管
理
官

漁
船
再
保
険

水
産
庁
漁
政
部
漁
業
保
険
管
理
官

部
会

部
会

漁
業
共
済
保

水
産
庁
漁
政
部
漁
業
保
険
管
理
官

漁
業
共
済
保

水
産
庁
漁
政
部
漁
業
保
険
管
理
官

険
部
会

険
部
会

３

（
略
）

３

（
略
）

附

則

こ
の
規
程
は
平
成
三
十
年
六
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。
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